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１．千代田区男女共同参画センターの概要 
 
1-1. 設置目的 
性別による不平等がなく、だれもが自分で生き方を選ぶことができ、その選択が認められて参画でき

る社会の実現を目指していくための活動拠点として、千代田区男女共同参画センターを設置する。 
 

1-2. 施設概要 
1-2-1. 名称 
千代田区男女共同参画センター 

 
1-2-2. 愛称 
ＭＩＷ(ミュウ) 
 Ｍ ：Man＝男性 
 Ｉ ：Intercommunication＝情報や意見の交換 
 Ｗ ：Woman＝女性 
 の頭文字です。公募で区民から寄せられました。 

 
1-2-3. 所在地 
〒102-8688  
東京都千代田区九段南 1-2-1 千代田区役所 10 階 
 

1-2-4. 連絡先 
電話 03-5211-8845 
FAX  03-5211-8846 
相談予約受付電話 03-5211-4316 

 
1-2-5. ホームページ・Eメールアドレス・フェイスブック 

URL https://www.city.chiyoda.lg.jp 
(「暮らし・手続き」→「男女平等・人権」→「男女共同参画センターＭＩＷ」から入る) 
E メールアドレス miw@city.chiyoda.tokyo.jp 
フェイスブック @chiyoda.miw 
 

1-2-6. 利用時間 
月曜日～金曜日 9：00～21：00 
土曜日 9：00～17：00 
※休館日：日曜日、年末年始、国民の祝日 
(新型コロナウイルス感染拡大防止のため、2 月 27 日～3 月 31 日は業務を一部停止し、開館時間を
短縮した。) 

 
1-2-7. 開設年月日 
平成 10年 10 月 1日 
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1-2-8. 施設規模及び内容 
 
延床面積 330.62 ㎡ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附帯設備 

 
 ベビーラックやおむつ交換マット等を備えています。 
         (赤ちゃん・ふらっとマークを掲示) 
 
 
 CHIYODA Free Wi-Fiの利用が可能です。 
                  (一部機種を除く) 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

ＭＩＷ入り口 交流サロン 相談室 
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1-3. 機能 
1-3-1. 相談機能 
男女平等に関する問題について、面接・電話で、相談員による一般相談と女性弁護士による法律相談

(月 1回)を行う。 
 

1-3-2. 学習機能 
講演会や講座などの実施により、男女平等意識の普及・啓発を図り、区民が主体的に活動するきっか

けづくりを行う。 
 

1-3-3. 情報機能 
男女共同参画社会づくりに関する幅広い情報を収集し、情報ライブラリやホームページ、情報誌など、

多様な方法で提供する。また、本・雑誌・資料（行政資料、DVD、ビデオ）は一部を除いて館外貸出を
行う。 

 
1-3-4. 支援機能 
区民の主体的な活動の支援のために、小規模のミーティングや資料・広報誌づくりの作業の場、活動

資料の一時保管の場、情報発信の場などを提供する。 
 

1-3-5. 交流機能 
男女共同参画社会づくりのネットワークを広げ、情報交換や交流の場を提供する。 

 
 
1-4. 組織 
 
 
 
 

地域振興部 千代田区男女共同参画センター 
(業務委託：㈱生活構造研究所) 国際平和・男女平等人権課 
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２．事業実施状況 
 
2-1. 相談に関わる事業 
2-1-1. 一般相談(面接相談･電話相談) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*1：稼働率は、相談1件につき1時間として算出している 
*2：分類別の件数は延べ件数であり、1件につき複数の分類に該当する場合もある 
*3：対象者以外の申込みや相談日以外に希望があった場合には、関連する他機関の相談窓口を紹介している 

対 象 千代田区在住・在勤・在学者 

内 容 
相談員の面接または電話による相談を実施する。※初回相談は電話 
1回 50分 
金曜日と第 2・第 4 土曜日は英語での相談可能。 

日 時 

火曜日 16：30～20：30 土曜日 10：30～15：30 
第 1・第 3・第 5水曜日 10：30～15：30／第 2・第 4 水曜日 16：30～20：30 
第 1・第 3・第 5木曜日 16：30～20：30／第 2・第 4 木曜日 10：30～15：30 
第 1・第 3・第 5金曜日 10：30～15：30／第 2・第 4 金曜日 16：30～20：30 
※要予約。空きがある場合は当日でも受付ける。 

※託児サービス(生後６ヵ月以上の未就学児/有料/相談日の 2週間前までに申込み) 

計 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
246 20 18 21 22 23 20 21 21 20 20 20 20
981 80 76 84 88 92 80 84 84 80 77 80 76
471 26 30 38 39 48 38 50 43 37 41 45 36

48.0% 32.5% 39.5% 45.2% 44.3% 52.2% 47.5% 59.5% 51.2% 46.3% 53.2% 56.3% 47.4%
面　接 332 17 19 26 27 35 27 34 31 26 24 38 28
電　話 139 9 11 12 12 13 11 16 12 11 17 7 8
20歳未満 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
20歳代 21 0 1 2 5 3 1 2 3 1 3 0 0
30歳代 69 4 6 5 4 7 9 14 4 1 5 7 3
40歳代 192 9 12 15 16 21 15 15 20 15 17 21 16
50歳代 134 10 9 13 10 14 11 14 13 12 8 9 11
60歳以上 54 3 2 3 4 3 2 5 3 8 7 8 6
不明 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
女　性 420 24 30 33 38 42 32 43 38 32 34 43 31
男　性 51 2 0 5 1 6 6 7 5 5 7 2 5
生き方 61 3 5 5 4 3 3 6 3 5 6 12 6
くらし 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
夫婦・パートナー 126 5 14 9 9 10 14 13 10 9 10 13 10
子ども 28 0 2 3 6 2 2 1 2 1 3 4 2
家族・親族 58 5 0 6 3 7 6 6 9 4 5 4 3
人間関係 28 3 2 5 2 2 1 4 1 4 2 1 1
健康 14 1 0 0 0 2 1 2 1 2 1 1 3
性 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
精神保健 9 2 2 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0
仕事・労働 55 4 3 4 5 10 4 5 6 3 6 3 2
ハラスメント 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DV・デートDV 60 3 2 3 6 7 4 9 7 5 6 4 4
その他の暴力 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
犯罪被害 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 27 0 0 1 2 4 3 3 3 2 2 2 5

23 2 2 5 3 2 1 2 2 0 3 1 0

分
類

他機関に紹介*3

方
法

年
代

性
別

稼働率（%) *1

相談日数(日）
相談枠数（時間）
相談件数
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2-1-2. 法律相談(面接相談･電話相談) 
 

対 象 千代田区在住・在勤・在学者の女性 

内 容 女性弁護士の面接または電話による法律相談を実施する。 
1回 30分 

日 時 毎月第 2火曜日 13：00～15：30(3 枠) 
※1 人 1回限り。要予約。空きがある場合は当日でも受付ける。 

 
 

 
 
 
 

計 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

16 1 1 0 2 0 1 2 3 2 0 3 1

44.4% 33.3% 33.3% 0.0% 66.7% 0.0% 33.3% 66.7% 100.0% 66.7% 0.0% 100.0% 33.3%

方 面　接 16 1 1 0 2 0 1 2 3 2 0 3 1

法 電　話 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

相談枠数(時間)

 相談件数(件)

 稼  働  率(%)
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2-2. 学習に関わる事業 
2-2-1. 講座･講演会 
 男女平等・男女共同参画意識の普及･啓発を図り、主体的に活動するためのきっかけづくりを目的として、 
【ＭＩＷ講座】【ＭＩＷライブラリ・ライブ】【ふらっとしゃべり場ＭＩＷカフェ】を実施する。 
 
【ＭＩＷ講座】 

(1)女性のための心のメンテナンス講座 
 
日  時 4月 17日(水)18：30～20：00 
講  師 西山 さつき(にしやま さつき)さん (NPO法人レジリエンス代表) 
会  場 ＭＩＷ交流サロン 
参加人数 26名(女性 26名 ※女性対象講座) 

講座内容 家族や職場の人間関係など、日常生活のストレスで疲れた心と身体を自分の力でメンテナンスす
る方法を学ぶ。 

 
(2)男女の役割はなぜ変わらないのか 
 
日  時 5月 15日(水)18：30～20：00 

講  師 平山 亮(ひらやま りょう)さん (東京都健康長寿医療センター研究所福祉と生活ケア研究チーム
（介護・エンドオブライフ研究)研究員） 

会  場 ＭＩＷ交流サロン 
参加人数 34名(女性 31名、男性 3名) 

講座内容 「男は仕事、女は家庭」など固定的な性別役割の意識が根強い日本社会において、なかなか変化
しない意識の原因を具体的な事例をもとに探り、男女共同参画社会の実現について考える。 

 
(3)ボランティアがみたオリンピック・パラリンピックの舞台裏 
 
日  時 5月 23日(木)18：30～20：00 
講  師 西川 千春(にしかわ ちはる)さん ((公財)笹川スポーツ財団特別研究員） 
会  場 ＭＩＷ交流サロン 
参加人数 16名(女性 12名、男性 4名） 

講座内容 過去三大会でオリンピックボランティアを務めた西川千春さんから、大会に貢献する達成感、経
験や能力を社会に還元する喜びなど、ボランティアとして参加する楽しさについて話を聞く。 

 
(4)家族みんなでキャンプデビュー 
 
日  時 6月 1 日(土)10：30～12：30 
講  師 小林 孝延(こばやし たかのぶ)さん ((株)扶桑社執行役員兼編集局長・キャンプ愛好家) 
会  場 千代田区役所1階区民ホール 
参加人数 親子6組 19名(女性 10名、男性 9名） 

講座内容 キャンプを始めたい家族を対象に、キャンプ道具の選び方や使い方、アウトドア料理の作り方な
ど、キャンプのイロハを実践で学ぶ。キャンプだけでなく防災にも役立てられる非常食も紹介。 
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(5)グレイヘアの楽しみ方 
 
日  時 6月 4 日(火)13：30～15：00 
講  師 依田 邦代(よだ くによ)さん (編集者) 
会  場 高齢者総合サポートセンターかがやきプラザ1階ひだまりホール 
参加人数 61名(女性 60名、男性 1名) 

講座内容 年齢にあらがうことなく、年を重ねることで見えてくる生き方や「グレイヘア」の楽しみ方を学
ぶ。千代田区男女共同参画センターMIW&かがやき大学コラボ講演会として実施。 

 
(6)男女共同参画週間企画講演会「魔女の宅急便」キキにみる女性像 
 
日  時 6月 24日(月)18：30～20：00 
講  師 角野 栄子(かどの えいこ)さん (作家） 
会  場 日比谷コンベンションホール（日比谷図書文化館地下1階） 
参加人数 130名(女性 114名、男性 16名) 

講座内容 2018年国際アンデルセン賞を受賞した角野栄子さんを招き、自身の生き方や、著書「魔女の宅急
便」の主人公キキに込めた思いなどを聞く。 

 
(7)ファッションで性の垣根を超える 
 
日  時 7月 9 日(火)18：30～20：00 

講  師 
井上 道博(いのうえ みちひろ)さん   
((株)丸井グループ サステナビリティ部ダイバーシティ&インクルージョン推進担当課長) 
宮武 恵子(みやたけ けいこ)さん (共立女子大学家政学部被服学科教授) 

会  場 ＭＩＷ交流サロン 
参加人数 40名(女性 32名、男性 8名) 

講座内容 女性・男性という性別ではなく、自分らしい服装をしたいという声が聞かれる中、ファッション
を切り口に、性の多様性と誰もが生きやすい社会について考える。 

 
(8)自分らしい起業プランの描き方（全 2回） 
  第 1回 「#起業女子」効果的な SNS発信～フェイスブック・インスタ活用術～ 
 
日  時 7月 17日(水)18：30～20：00 
講  師 かくい みきさん((株)サンゼ代表取締役) 
会  場 ＭＩＷ交流サロン 
参加人数 23名(女性 21名、男性 2名） 

講座内容 起業や企業戦略で効果的に SNS を活用するための、写真の撮り方、テキストの量、動画の撮り
方や長さなど、すぐに参考にできるテクニックを学ぶ。 
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(9) 自分らしい起業プランの描き方(全 2回） 
第 2回 人生 100年時代のキャリアプラン 

 
日  時 7月 25日(木)18：30～20：00 
講  師 長谷川 能扶子(はせがわ のぶこ)さん ((有)Ｃマインド代表取締役) 
会  場 ＭＩＷ交流サロン 
参加人数 17名(女性 16名、男性 1名) 

講座内容 起業する際の、自分にとってのメリット・デメリット、どう継続していくか、自分らしい起業と
はどういうものか、自分の長所などを参加者同士で話し合い、キャリアプランを考える。 

 
(10)カードゲームで体感するＳＤＧｓ

エ ス デ ィ ー ジ ー ズ

の世界 
 
日  時 8月 2 日(金)18：30～20：30 
講  師 稲葉 涼太(いなば りょうた)さん (2030SDGs公認ファシリテーター) 
会  場 ＭＩＷ交流サロン 
参加人数 26名(女性 13名、男性 13名） 

講座内容 国連が提唱するSDGsについて、世界がSDGsに取り組む2030年までの道のりをカードゲーム
で体感する。また、SDGsの目標のひとつである「ジェンダー平等」についての話を聞く。 

 
(11)裏切らない筋肉をつくる 
 
日  時 9月 12日(木)18：30～20：00 
講  師 田邊 大吾(たなべ だいご)さん (スポーツアカデミーIWA

イ ワ

 ACADEMY
ア カ デ ミ ー

トレーニングコーチ) 
会  場 千代田区役所4階401会議室 
参加人数 34名(女性 27名、男性 7名) 

講座内容 正しい身体の動かし方や、運動の効果についての話を聞き、ストレッチやスクワット、歩き方な
ど、日常で気軽に続けられる基本的なトレーニングを行い、楽しく学ぶワークショップ。 

 
(12)眠りの健康学～睡眠の質が変われば人生が変わる～ 
 
日  時 10 月 16日(水)18：30～20：00 
講  師 橋爪 あき(はしづめ あき)さん (一般社団法人日本眠育普及協会代表理事) 
会  場 ＭＩＷ交流サロン 
参加人数 29名(女性 21名、男性 8名) 

講座内容 睡眠不足により引き起こされる疲労やストレスなど心身への影響と、どうすれば快適な睡眠を得
られるのかを具体的に学ぶ。 
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(13)東京 2020カウントダウン企画 私たちが走る意味 
 
日  時 10 月 24日(木)13：30～15：00 
講  師 谷川 真理(たにがわ まり)さん (マラソンランナー) 
会  場 高齢者総合サポートセンター かがやきプラザ1階ひだまりホール 
参加人数 38名(女性 23名、男性 15名) 

講座内容 マラソンの魅力や走る楽しさ、女性アスリートならではの事情やオリンピックにまつわる話を伺
う。千代田区男女共同参画センターMIW&かがやき大学コラボ講演会として実施。 

 
(14)より良いパートナーシップから始まる子育て 
 
日  時 10 月 26日(土)10：00～11：30 
講  師 内田 智代(うちだ ともよ)さん (親業訓練シニアインストラクター) 
会  場 麹町区民館 洋室A・B(麹町出張所内) 
参加人数 14名(女性 11名、男性 3名） 

講座内容 パートナーとより良い関係を築くために必要なコミュニケーションについて、自分と相手の心の
状態を感じながら、避けたい言葉や効果的な対応など、ロールプレイングを交えて学ぶ。 

 
(15)子どもの自律を促すために親ができること 
 
日  時 10 月 30日(水)18：30～20：00 
講  師 工藤 勇一(くどう ゆういち)さん (千代田区立麹町中学校長) 
会  場 千代田区役所4階401会議室 
参加人数 66名(女性 41名、男性 25名) 

講座内容 麹町中学校の工藤勇一校長を招き、子どもが自分で考え、判断し決定する「自律」することを目
標に、子育てにおいて、親がいつ手を放すかを考えることの大切さを学ぶ。 

 
(16)子どもの脳を傷つける言葉 
 
日  時 11 月 1日(金)18：30～20：00 
講  師 酒井 道子(さかい みちこ)さん (公認心理師) 
会  場 ＭＩＷ交流サロン 
参加人数 33名(女性 22名、男性 11名） 

講座内容 どのような言葉や環境が、子どもの脳を傷つけるのか、子どもの健全な発達には何が必要なのか
について、様々な経験と具体的な事例を交えた話を聞く。虐待防止キャンペーン関連講座。 
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(17)情報交流会 ＭＩＷ千夜一夜 第 102夜 わたしのキャリアデザイン 
 
日  時 11 月 19日(火)18：30～20：30 

ゲ ス ト 
野口 香織(のぐち かおり)さん  ((株)井口一世 管理部部長） 
鈴木 順子(すずき じゅんこ)さん  
(みずほ証券(株) 人事部ダイバーシティ・インクルージョン推進室長) 

ファシリ 
テーター 

牛山 久仁彦(うしやま くにひこ)さん (明治大学教授) 
堀金 由美(ほりかね ゆみ)さん (明治大学教授) 

会  場 ＭＩＷ交流サロン 
参加人数 31名(女性 14名、男性 17名） 

講座内容 女性活躍を推進する企業で働く社員から、学生が企業の取組みを直に聞くことで、多様な生き方・
働き方や自身のキャリアデザインを考えるきっかけとすることを目的とした情報交流会。 

 
(18)令和時代の恋愛事情を考える～もし、デート DVに気づいたら～ 
 
日  時 11 月 29日(金)18：30～20：00 
講  師 松浦 薫(まつうら かおる)さん (NPO法人しあわせなみだ） 
会  場 ＭＩＷ交流サロン 
参加人数 19名（女性 16名、男性 3名） 

講座内容 デートＤＶとは何か、なぜデートＤＶが起こるのか、という基礎的なことから、大人として何が
できるかなど、最近の若者たちの恋愛事情を交えて伺う。虐待防止キャンペーン関連講座。 

 
(19)女性たちの声を届ける政治をつくる 
 
日  時 2月 19日(水)18：30～20：00 
講  師 三浦 まり(みうら まり)さん  (上智大学教授） 
会  場 ＭＩＷ交流サロン 
参加人数 18名（女性 14名、男性 4名） 

講座内容 日本における女性の政治参画の現状と世界との比較や、女性の政治参画の必要性、女性議員の増
加によって暮らしはどう変化するかなどの話を聞き、ワークショップを行う。 

 
(20)昭和、平成の LGBT～LGBT文化の歴史をたどる～ 
 
日  時 3月 4 日(水)18：30～20：00 
講  師 三橋 順子(みつはし じゅんこ)さん  (性社会・文化史研究者） 
会  場 ＭＩＷ交流サロン 
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 
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(21)帰宅困難者対策講座 その時あなたはどうしますか？ 
 
日  時 3月 11日(水)18：30～20：00 

講  師 岡野谷 純(おかのや じゅん)さん 
(NPO法人日本ファーストエイドソサェティ<JFAS>代表理事） 

報 告 者 

東京駅・有楽町駅周辺地区帰宅困難者対策地域協力会 
守 茂昭(もり しげあき)さん 
(一般財団法人都市防災研究所 事務局長) 
千代田区災害対策・危機管理課 

会  場 ＭＩＷ交流サロン 
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

 
 
【ＭＩＷライブラリ・ライブ】 
 ＭＩＷライブラリ・ライブは、ＭＩＷ所蔵の図書の中から、著者に本について語ってもらう事業。 
(1)『炎上しない企業情報発信』の著者にきく、ＣＭ、映画が描く女性像・男性像 
 
日  時 5月 31日(金)18：30～20：00 
講  師 治部 れんげ(じぶ れんげ）さん (ジャーナリスト) 
会  場 ＭＩＷ交流サロン 
参加人数 35名(女性 26名、男性 9名) 

講座内容 女性の活躍や男性の子育て推進をうたいながらも、時にその表現が批判されることがある広告。
CMや映画など具体的な例を題材に、「なぜ炎上するのか」をジェンダーの視点から読み解く。 

 
(2)『13歳、「私」をなくした私 性暴力と生きることのリアル』の著者にきく、～今、伝えたいこと～ 
 
日  時 8月 22日(木)18：30～20：00 
講  師 山本 潤(やまもと じゅん)さん (一般社団法人Spring代表理事) 
会  場 ＭＩＷ交流サロン 
参加人数 33名(女性 26名、男性 7名） 

講座内容 自身の性暴力被害の体験から本を書く決意に至るまでの心の葛藤や、性暴力がいかに被害者の心
と身体に大きなダメージを与えるかを聞き、改めて性暴力被害の重大性について考える。 

 
【ふらっとしゃべり場ＭＩＷカフェ】 
毎回テーマを設定し、お茶を飲みながら女性同士で悩みを気軽に話せる場。進行はＭＩＷスタッフが担
当。奇数月の第 4金曜日にＭＩＷミーティングルームで開催。女性対象。定員 5名。 
5月 24日  10：30～11：30 パートナーとわかりあいたいこと 0名 

7月 26日 18：30～19：30 時間の使い方をどうしている？ 4名 

9月 27日 14：00～15：00 子どもとのコミュニケーション 0名 

11 月 22日 10：30～11：30 パートナーの気になるひと言 
※ＭＩＷパープルリボン・プロジェクト 2019 イベント企画 0名 

1月 24日 18：30～19：30 職場のこと、あれこれ 6名 

3月 6 日   14：00～15：00 家族のこと、あれこれ 
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 ― 
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2-2-2. 展示 
 男女平等意識の普及・啓発、男女共同参画社会への理解・協力を促す。 
 
(1)男女共同参画週間講演会関連企画「角野栄子作品」展 
 

期    間 5月 20日(月)～6月 21日(金) 10：00～22：00  
※土曜日は 19：00、日曜日は 17：00まで、5月 26日は休館 

会  場 千代田図書館9階展示スペース 
※6月24日(月)男女共同参画週間企画講演会当日は、日比谷子ベンションホール前で展示 

展示内容 男女共同参画週間企画講演会「『魔女の宅急便』キキにみる女性像」に合わせて、講師の角野栄子
さんの作品とパネルの展示。（展示協力：船橋市西図書館） 

 
(2)男女共同参画週間企画展示 

震災の経験を撮り語り継ぐ 展示＆トークライブ ―フォトボイスを通して― 
 
＜展示＞ 
期    間 6月 25日(火)～6月 29日(土) 9：00～20：00 ※最終日は 15：00終了 
会  場 千代田区役所1階区民ホール 
展示内容 東日本大震災を経験した女性たちが撮影した写真（フォト）と声（ボイス）の展示。 

 
＜トークライブ＞ 
日    時 6月 27日(木) 1部 12：00～13：30 ／ 2 部 19：00～20：30 
語 り 部 
（プレゼン
ター） 

MASAKO さん（仙台市）、ゆきさん（福島市）、良子さん（宮古市）、EMI さん 
（東京都） 

ファシリ 
テーター 吉浜美恵子さん（NPO法人フォトボイス・プロジェクト共同代表） 

会  場 千代田区役所1階区民ホール 
参加人数 1部 26名（女性 24名、男性 2名） ／ 2部 28名（女性 23名、男性5名） 
内  容 展示した写真の撮影者が語る、その経験と防災への思いを聞き、防災について考える。 
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(3)パープルリボン・プロジェクト～私たちが暴力のない世界をつくる一員～ 
 
テーマ ＭＩＷパープルリボン・プロジェクﾄ 2019 

趣 旨 
“女性に対する暴力をなくす運動”期間(11月 12 日～25日)に、パープルリボンキルトの展
示、手作りサロンほか、区内各所でキャンペーンを展開。子ども、高齢者、障害者などへ
の虐待をなくすための運動との合同イベントも開催。 

期 間 11 月 1日(金)～12 月 10日(火) 
事業･展示
の内容 

＜パープルリボンキルト展示＞ 
2005 年から制作したキルトの中から 14点を展示。 
【期  間】11 月１日(金)～12月 10 日(火) 
【会  場】ＭＩＷ交流サロン 
 
＜企画展示「誰も傷つけない世界を考えよう」＞ 
暴力や虐待に関する絵本・コミック・DVDを展示。 
【期  間】11月 1日(金)～12月 10 日(火) 
【会  場】ＭＩＷ情報ライブラリ 
※展示 DVDの中から 2作品を上映。（11月 18日(月)～11月 22 日(金)12：00～） 
 
＜オレンジ・パープルリボンをつくろう＞ 
区内施設や協力機関にリボン作成 BOXを設置し、集まったリボンをツリーに飾り展示。 
【期  間】11月 1日(金)～12月 10 日(火) 
【回 収 数】リボン 513個 
【区 施 設】 
 千代田区男女共同参画センターＭＩＷ 
千代田区役所(国際平和・男女平等人権課カウンター、障害者福祉課、在宅支援課、 
総合窓口、区民ホール、千代田図書館) 
ちよだボランティアセンター、児童家庭支援センター、児童館 6館 

【協力機関･地域施設】 
明治大学、東京ウィメンズプラザ（10月 25日(金)～10 月 27日(日)） 

※オレンジ・パープルリボンツリーの展示 
 12月 11 日(水)～25日(水)区役所１階エントランス(LED ライト点灯 15：00～21：00) 
と 2 階総合窓口付近に展示。期間中に実施した講座等で、参加者に書いてもらったメッ
セージ入りオーナメントと共に飾る。 

 
＜秋葉原駅街頭キャンペーン＞ 
啓発物品を配布しながら虐待と暴力の防止を訴える。 
【日  時】11月 18日(月)10：00～11：00   
【場  所】JR秋葉原駅中央口・昭和通り口改札 
 
<手作りサロン「パープルリボン洗濯ばさみ みゅうじろうを作ろう」＞ 
【日  時】11月 20 日(水) ①14：00～15：30 ②18：30～20：00 
【会  場】 ＭＩＷミーティングルーム 
【参加者数】 ①5名(女性) ②7名(女性) 
 
＜その他関連事業＞ 
・ＭＩＷ講座「子どもの脳を傷つける言葉」(11月 1 日(金)実施)p.9参照 
・ＭＩＷ講座「令和時代の恋愛事情を考える」(11 月 29日(金)実施)p.10参照 
・ＭＩＷビデオサロン「ゴーグル」(11月 15 日(金)実施)p.19参照 
・ふらっとしゃべり場ＭＩＷカフェ「パートナーの気になるひと言」 

(11月 22日(金)実施)p.11参照 
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(4)館内展示 
 

趣 旨 男女共同参画に関する話題を視覚的にわかりやすく掘り下げて伝える。ＭＩＷの事業である講
座などに合わせ、情報ライブラリの中から関連資料の紹介や、内閣府のお知らせ等の紹介。 

会 場 ＭＩＷ交流サロン、情報ライブラリ 
 
期間 展示テーマ(関連ある講座・イベント) 

4月 
児童福祉週間関連展示 
ライブラリニュース「みゅう」81 号 
講座関連展示 

【常設展示】 
・ＭＩＷの設置目的、機能 
・ＭＩＷ開設 20周年記念年表 
・ＭＩＷ･千代田区･各地の男女
共同参画関連のイベントのお
知らせ 

・登録団体からのお知らせ 
・隔週で内閣府男女共同参画局
からのメールマガジンを掲示 

5月 講座関連展示 

6月 
男女共同参画週間企画展示 
絵本に見る「じぶんらしくいきるせかい」 

講座関連展示 

7月 講座関連展示 
ライブラリニュース「みゅう」82 号 

8月 講座関連展示 

9月 講座関連展示 
ライブラリニュース「みゅう」83 号 

10 月 講座関連展示 
企画展示 写真展「スウェーデンのパパたち」 

11 月 
虐待防止キャンペーン関連展示 
ＭＩＷパープルリボン・プロジェクト 2019 
講座関連展示 

12 月 講座関連展示 
ライブラリニュース「みゅう」84 号 

1月 講座関連展示 

2月 講座関連展示 

3月 講座関連展示 
ライブラリニュース「みゅう」85 号 

 
(5)出張展示 
 
期 間 10 月 25日(金)～27日(日) 

会 場 東京ウィメンズプラザ 

内 容 東京ウィメンズプラザフォーラムにＭＩＷ事業紹介パネル等を展示 
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2-3. 情報に関わる事業 
2-3-1. 図書･資料の収集･貸出 
 

目 的 男女平等・男女共同参画に関する図書、行政資料、雑誌、DVD等の閲覧･貸出を行う。 

蔵書数 

図書･行政資料 
雑誌 
ＡＶ資料 

7,964 
337 
441 

冊 
冊 
点 

 

蔵書合計数 8,742 冊 

館外貸出 
図書・雑誌は5冊まで(区内在住者は10冊まで)。DVD・ビデオは2本まで。ともに貸
出期間は2週間。 ただし禁帯図書、雑誌の最新号は貸出不可。行政資料は館内閲覧のみ。
(一部、館内閲覧のみのDVD・ビデオあり) 

他図書館との連携 
区内の6つの図書館(室)との図書館ネットワークにより、他館へのＭＩＷ蔵書の検索・
予約・貸出サービスを行っている。また千代田区立図書館以外からの協力貸出の依頼
にも応じている。 

貸出券新規登録者数 68 名 

図書･資料貸出人数 1,634 名 

図書･資料貸出冊数 2,645 冊 
 
ＭＩＷライブラリは、下記のような項目で分類している。 
Ａ 基本資料･参考図書 Ｊ 生活･社会･福祉 
Ｂ 生き方 Ｌ 芸術･表現･文学 
Ｃ 歴史･地理 Ｎ 児童文学・絵本 
Ｄ 人権･法律･政治 Ｏ コミック 
Ｅ 仕事 Ｗ ブックレット 
Ｆ ジェンダーに関する学問･研究 Ｘ 文庫 
Ｇ 結婚･家族 Ｙ 新書 
Ｈ 性･からだ  雑誌 
Ｉ 子ども･教育 

 
  ＜情報ライブラリの分類に関する配架情報＞ 
 (窓側) 

 Ｎ   

Ｃ 

 

 
Ｄ 

Ｌ 

 

Ｂ 
Ｃ Ｆ 

Ｅ 
情報ライブラリ 

Ａ Ｇ Ｆ 
図書展示スペース Ｊ Ｏ 

 

  Ｈ 
Ｊ／Ｉ／Ｈ  

Ｗ／Ｘ／Ｙ／DVD 
雑
誌  

 入り口 交流サロン   
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2-3-2. ホームページ・メールマガジン・フェイスブックの運営 
 
目 的 センターの利用案内、主催事業等に関するお知らせを提供する。 

 
〔＜ホームページ＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 URL：https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kurashi/danjo/miw/index.html 
 
＜メールマガジン＞ 
 ＭＩＷメールマガジンは、広報千代田に掲載されたＭＩＷの事業情報について、ホームページの登録
フォームから予め登録している希望者に配信している。(登録者 385名 令和 2年 3月末現在) 
 
＜フェイスブック＞ 
 ＭＩＷが実施する講座・イベントの案内・報告を中心に発信する。 
 URL：https://ja-jp.facebook.com/chiyoda.miw/ 
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2-3-3. 情報誌「ＭＩＷ通信」 
 

目  的 男女平等意識の啓発、女性のエンパワーメント支援など男女共同参画に関する様々な問題提起を
行うとともに、千代田区の男女平等施策やセンターの事業を紹介する。 

発行回数 年 2 回 
発行部数 1,500部 

体  裁 A4判 12頁、4 色刷 (基本体裁) 

配 布 先 ＭＩＷ交流サロン、区内出張所・関連機関、区内関連部署、児童民生委員、町会長・婦人
会長、都内の男女共同参画に関わる施設、その他自治体・大学等 

 
①「ＭＩＷ通信」第 45号(令和元年 8月 31 日発行) 
主な内容 
・スポーツで輝くアスリートにきく 

伊藤華英さん 女性アスリートとしての歩み 
・特集 1 「男だから」「女だから」って、当たり前？ 

日常にある無意識の偏見に気づく 
・特集２ 男性の介護 in ちよだ 
 
②「ＭＩＷ通信」第 46号(令和 2年 3月 31日発行) 
主な内容 
・スポーツで輝くアスリートにきく 

成毛美和さん 「障害は個性」―カッコいいママ・アスリートとして 
・特集 1 座談会 意外と⁉子育てしやすい千代田区に暮らす 
・特集 2 リケジョの活躍 in ちよだ 
 
2-3-4. ライブラリニュース「みゅう」 
 
目  的 情報ライブラリで所蔵する図書・ビデオ・DVDなどの資料を紹介し、利用を促進する。 

発行回数 年 4 回 

発行部数 800部 

体  裁 A3判2つ折、1色刷 

 
①「みゅう」第 82 号(令和元年 6月発行) 
②「みゅう」第 83 号(令和元年 9月発行) 
③「みゅう」第 84 号(令和元年 12 月発行) 
④「みゅう」第 85 号(令和 2年 3月発行) 
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2-3-5. ＭＩＷビデオサロン  
 

目  的 ビデオ･DVD を上映し、男女共同参画の意識啓発を図るとともに、ＭＩＷ所蔵ビデオ･DVD を
紹介する。 

会  場 ＭＩＷ交流サロン 

定  員 各回20名 

参加者数 延べ 269 名(女性 192 名、男性 77名) 

※終了後、映画の感想を語り合うビデオサロン･カフェを開催(上映時間が長い作品の夜の回を除く) 
 
第1回  
日  時 4月19日(金) ① 14：30～ ② 18：30～ 

上映作品 天使のいる図書館 ／ 監督：ウエダアツシ 
2017年(日本) ／ 上映時間108分 

参加者数 ① 14名(女性 10名、男性 4名)  ② 7名(女性 4名、男性 3名) 
 
第2回  
日  時 5月17日(金) ① 14：30～ ② 18：30～ 

上映作品 ロバート・イーズ ／ 監督：ケイト・デイビス 
2000年(アメリカ) ／ 上映時間90分 

参加者数 ① 14名(女性 11名、男性 3名)  ② 12名(女性 11名、男性 1名) 
 
第3回  
日  時 6月21日(金) ① 14：30～ ② 18：30～ 

上映作品 六月燈の三姉妹 ／ 監督：佐々部清 
2014年(日本) ／ 上映時間104分 

参加者数 ① 15名(女性 10名、男性 5名)  ② 14名(女性 9名、男性 5名) 
 
第4回  
日  時 7月19日(金) ① 14：30～ ② 18：30～ 

上映作品 にんじん ／ 監督：リシャール・ボーランジェ 
2003年(フランス) ／ 上映時間90分 

参加者数 ① 17名(女性 11名、男性 6名)  ② 7名(女性 7名、男性 0名) 
 
第5回  
日  時 8月16日(金) ① 14：30～ ② 18：30～ 

上映作品 ひろしま 石内都・遺されたものたち ／ 監督：リンダ・ホークランド 
2012年(日本) ／ 上映時間80分 

参加者数 ① 14名(女性 9名、男性 5名)  ② 11名(女性 9名、男性 2名) 
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第6回  
日  時 9月 20日(金) ① 14：30～ ② 18：30～ 

上映作品 92 歳のパリジェンヌ ／ 監督：パスカル・プザドゥー 
2015 年(フランス) ／ 上映時間 106 分 

参加者数 ① 18 名(女性 12名、男性 6名)  ② 13 名(女性 12名、男性 1名) 
 
第7回  
日  時 10 月 18日(金) ① 14：30～ ② 18：30～ 

上映作品 子供の情景 ／ 監督：ハナ・マフマルバフ 
2007 年（イラン＝フランス）／ 上映時間 77分 

参加者数 ① 10 名(女性 5名、男性 5名)  ② 8名(女性 7名、男性 1名) 
 
 
第8回  
日  時 11 月 15日(金) ① 14：30～ ② 18：30～ 

上映作品 ゴーグル ／ 監督：桜井剛 
2005 年(日本) ／ 上映時間 55 分 

参加者数 ① 5 名(女性 1 名、男性 4 名)  ② 2 名(女性 1 名、男性 1 名) 
 
第9回  
日  時 12 月 20日(金) ① 14：30～ ② 18：30～ 

上映作品 ニーゼと光のアトリエ ／ 監督：ホベルト・ベリネール 
2015年(ブラジル) ／ 上映時間109分 

参加者数 ① 10 名(女性 7名、男性 3名)  ② 13名(女性 10名、男性 3名) 
 
第10回  
日  時 1月 17日(金) ① 14：30～ ② 18：30～ 

上映作品 その街のこども ／ 監督：井上剛 
2010 年(日本) ／ 上映時間 83 分 

参加者数 ① 6名(女性 2 名、男性 4名)  ② 5名(女性 3名、男性 2名) 
 
第11回  
日  時 2月 21日(金) ① 14：30～ ② 18：30～ 

上映作品 森の中の淑女たち ／ 監督：シンシア・スコット  
1990 年(カナダ) ／ 上映時間 101 分 

参加者数 ① 15 名(女性 11名、男性 4名)  ② 13 名(女性 11名、男性 2名) 
 
第12回  
日  時 3月 13日(金) ① 14：30～ ② 18：30～ 

上映作品 飯舘村の母ちゃんたち ／ 監督：古居みずえ 
2016年(日本) ／ 上映時間 95分 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 
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特別回 ＭＩＷ夏休み親子上映会&読み聞かせ 
日  時 8月 24日(土) 10：30～11：30 

上映作品 
うっかりペネロペ 大好き！タータ、フィーフィ編  
原作：アン・グットマン、ゲオルグ・ハレンスレーベン 
上映時間約 30分 

参加者数 26 名(女性 19名、男性 7名) ※親子 10 組(大人 13名、子ども 13名) 

 
特別回 ＭＩＷ春休み親子上映会&読み聞かせ 
日  時 3月 7 日(土) 10：30～11：30 

上映作品 
はらぺこあおむし 
原作：エリック・カール 
上映時間約 33分 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

 
 
 
 
 
 
2-3-6. 男女共同参画情報検索サービス 
 

目 的 男女共同参画に関する情報について調べたい方に、WEB 検索ができるパソコンを設置し、利用
に供する。 

対 象 主に千代田区在住・在勤・在学者・その他男女共同参画に関する情報を必要とする利用者 

場 所 ＭＩＷ交流サロンにパソコン(2台)を備えたコーナーを設置 
※パソコン1台は図書検索(OPAC)用に常時使用可。 

定 員 2名(1回30分/日) 
※他に利用希望者がいないときに限り30分延長可。 

内 容 ＭＩＷ及び千代田区立図書館、また他区の図書資料やホームページの検索等情報を探すことが 
できるパソコンを設置したコーナーを提供し、利用者の利便性を図る。 

 
＜利用実績＞ 
 

 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 計 

女性 0 3 3 4 7 9 6 13 5 7 6 0 63 

男性 3 1 2 4 5 7 3 3 3 5 3 0 39 

計 3 4 5 8 12 16 9 16 8 12 9 0 102 
 
(注)2 月 27 日～3月 31日は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、男女共同参画情報検索サービスは停止 
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2-4. 支援に関わる事業 

 
ＭＩＷ登録団体一覧 

(登録順／令和 2 年 3 月末現在) 

 
  

目 的 男女共同参画に資する活動をしている区民や団体の登録申請等受付け事務及び活動支援 

内 容 
小規模な会合の場(ミーティングルーム)、資料・広報紙づくり等作業を行うための場(コピ
ー機、簡易印刷機)、活動諸資料の一時保管の場(グループロッカー)、情報発信の場(展示
スペース、ニューズレター配架)を提供し、ＭＩＷ祭り、登録団体交流会を実施する。 

団体登録 
要件 

【活動目的】 男女共同参画社会に資すること 
【代表者】 在住・在勤・在学者のいずれか 

(2014年 1 月
28 日改訂) 

【構成員】 在住・在勤・在学者を主な構成員とした 5人以上の団体であること 
【その他】 ＭＩＷ祭り及びＭＩＷの事業に参加すること 

禁止事項 

次のことがらを目的とした利用はできない 
＊営利を目的とした利用(物品等の販売・契約・宣伝活動含む) 
＊一般に参加者を募集しての有料による講習会、セミナー等の開催による利用 
 (ただし、教材費等の実費相当分を除く) 
＊公の秩序、善良な風俗を害する恐れがあると認められるとき 
＊管理上、利用に支障があると認められるとき 

登録団体数 20 団体(令和 2年 3月末現在) 

団体名 団体名 

1 ちよだ女性団体等連絡会 11 九段労務研究会 

2 千代田区女性史サークル 12 キララ・ソーイング 

3 ホームヘルパー全国連絡会 13 家庭栄養研究会 

4 東京バツイチ応援倶楽部 14 子育てが楽しくなるママカフェ＠千代田 

5 ななかまど 15 NPO 法人国際朗読ことば協会 

6 NPO 法人エガリテ大手前 16 障がいをもつ子どもの現在(いま)と未来を考える会 

7 すずらんの会 17 家族と法を考える会 

8 Smile
ス マ イ ル

研究会 18 千代田日本語学習支援グループ 

9 神保町応援隊 19 EESa
イ ー サ

！アクティブメンバーの会 

10 一般社団法人裁判員ネット 20 IRODORI
い ろ ど り

 career
キ ャ リ ア

＠ちよだ 
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2-５. 交流に関わる事業 
2-5-1. 第 7回ＭＩＷ祭り 
 
テーマ 咲かせよう『個』のはな✿ ～認め合う喜び～ 

期 間 10 月 4日(金)12：00～20：00、10 月 5日(土)10：00～15：30 

参加人数 

943名(女性 622名、男性 321 名) 
10月 4日(金) 462名(女性 313名、男性 149 名) 

10月 5日(土) 481 名(女性 309 名、男性 172 名） 

趣 旨 
男女共同参画社会を目指して活動するＭＩＷの登録団体が作るイベントで、「誰もが生き
やすい、男女共同参画社会」について楽しみながら学び、周知するとともに、登録団体が
相互に交流を深める。 

MIW 祭り 
講 演 会 

少女マンガとフェミニズム～今、『さよならミニスカート』が注目される理由
ワ ケ

～ 
日  時 10月 4 日(金)18：30～20：00 
講  師 田中 東子(たなか とうこ)さん (大妻女子大学文学部教授) 
会  場 千代田区役所 1階区民ホール（MIW 祭り会場内イベントスペース） 
参加人数 41名(女性 33名、男性 8名) 
内  容 月刊少女漫画誌「りぼん」で連載中の『さよならミニスカート』の中で描かれ 

る題材から、少女たちへの性犯罪や社会で女性に求められる役割などを読み解 
く。 

ブース内 
イベント 

「仕事のこといろいろ知りたい」に答えます～実業界の人財図書館～ 
日  時 10月 5 日(土)10：00～14：15 
講  師 認定特定非営利活動法人 経営支援ＮＰＯクラブ 
会  場 千代田区役所 1階区民ホール（MIW 祭り会場内） 
参加人数 28名(女性 18名、男性 10 名) 
内  容 実務経験豊富な 6 人の講師陣が、それぞれのテーマをマンツーマンで話す。将 

来の仕事や就職・転職について、疑問や問題解決のヒントとなるアドバイスを 
提供。 

実行委員会 

毎月最終木曜日（18:30～）、ＭＩＷ交流サロンにて開催（3 月～8月） 
【実行委員長】 森永 伊紀さん（ホームヘルパー全国連絡会） 
【副実行委員長】戸川 トモ子さん（千代田区女性史サークル） 
        古久保 俊嗣さん（ＮＰＯ法人エガリテ大手前） 
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＜令和元年度パンフレット＞ 
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2-5-2. その他の事業 
【千代田区男女共同参画社会推進事業】 
お互いの個性や能力を尊重し、認め合う「男女共同参画社会」を目指し、ＭＩＷと共催する事業を募集
する。 
 
(1)ワークショップ 子育てしながら働く女性のキャリアを考える 主催：IRODORI

い ろ ど り
 career
キ ャ リ ア

@ちよだ 
 

日  時 1月 18日(土)10：00～12：00 
※希望者のみ、キャリアカウンセリング・個別相談 13：00～16：00 

ファシリ
テーター 

郡山 恵子(こおりやま けいこ)さん (キャリアコンサルタント) 
瀬口 早(せぐち さき)さん (キャリアコンサルタント） 

会  場 千代田区役所4階401会議室 
参加人数 10名（女性 10名、男性 0名） 

内  容 育児と仕事の両立について、当事者・支援者双方の視点を知り、女性のキャリアの築き方を考え
るワークショップ。希望者へキャリアカウンセリングを行う。 

 
(2)わたしたちに問われているものは？～児童虐待に潜むＤＶ～  主催：ちよだ女性団体等連絡会 
 
日  時 2月 3 日(月)18：30～20：30 
講  師 大谷 恭子(おおたに きょうこ)さん (弁護士) 
会  場 千代田区役所4階401会議室 
参加人数 69名（女性 57名、男性 12名） 

内  容 相次ぐ子どもの虐待死の背景に、ＤＶがあることが明らかな事件が続いている中、弁護士の大谷
恭子さんを招き、児童虐待とＤＶの構造についての話を聞く。 
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3．運営協議会の実施状況 
 

設置目的 区民と行政が協力して問題解決に取り組む、活力ある実践的な活動の場とするため、センター事業の企画及び運営等に関する協議を行う。 

委員構成 
＊区内在住・在勤者及びＭＩＷ登録団体等から選出された 6 名 
＊センター職員 2名 
＊国際平和・男女平等人権課 2名 

委員任期 2年 

開催回数 年間 3回 
 
＜概要＞ 

日 時 概 要 

第 1 回 
6月 12日(水) 
18:30～20:00 

①委嘱状交付 ②自己紹介 ③会長・副会長選出 
④平成 30 年度事業報告について 
⑤令和元年度事業計画(案)について 
⑥その他 

第 2 回 
11 月 27日(水) 
18:30～20:00 

①令和元年度事業経過報告について 
②令和 2年度事業計画について 
③その他 

第 3 回 
3月 18日(水) 
18:30～20:00 

①令和元年度事業経過報告について 
②令和 2年度事業計画について 
③その他 

 
 

 選出団体等 氏 名 
委 員 

(敬称略) 公募(在住)  鈴木 清江 中谷 ゆう 村松 直美 

ホームヘルパー全国連絡会  森永 伊紀 

Smile
ス マ イ ル

研究会  清水 蒔絵 

はたらき GUYS
ガ イ ズ

※  平田 江梨子 

ＭＩＷ職員  小清水 ゆり 田村 伴子 

国際平和･男女平等人権課  武笠 真由美 加藤 里河 

事務局 国際平和･男女平等人権課  根本 有紀美 
 
※はたらき GUYS は令和元年 10 月でＭＩＷ登録団体から抹消 



 

 

資 料 
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(注)2 月 27 日～3 月 31 日は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、サービスを縮小して開館 

(うち DV)欄は、DV にデート DV も含めた件数。また、DV に関する一般相談と法律相談を合わせた件数 
 
 
  
＜事業参加者数＞ 

(人）
合計 女性 男性

女性のための心のメンテナンス講座 26 26 ー
男女の役割はなぜ変わらないのか 34 31 3
ボランティアがみたオリンピック・パラリンピックの舞台裏 16 12 4
『炎上しない企業情報発信』の著者にきく、CM、映画が描く女性像・男性像 35 26 9
家族みんなでキャンプデビュー 19 10 9
グレイヘアの楽しみ方 61 60 1
男女共同参画週間企画講演会　「魔女の宅急便」キキにみる女性像 130 114 16
ファッションで性の垣根を超える 40 32 8
自分らしい起業プランの描き方（全2回）    第1回「#起業女子」効果的なSNS発信 23 21 2
自分らしい起業プランの描き方（全2回）　第2回　人生100年時代のキャリアプラン 17 16 1
カードゲームで体感するSDGsの世界 26 13 13
『13歳、「私」をなくした私 　性暴力と生きることのリアル』の著者にきく、～今、伝えたいこと～ 33 26 7
裏切らない筋肉をつくる 34 27 7
眠りの健康学～睡眠の質が変われば人生が変わる～ 29 21 8
東京2020カウントダウン企画　私たちが走る意味 38 23 15
より良いパートナーシップから始まる子育て 14 11 3
子どもの自律を促すために親ができること 66 41 25
子どもの脳を傷つける言葉 33 22 11
情報交流会 MIW千夜一夜 第102夜　わたしのキャリアデザイン 31 14 17
令和時代の恋愛事情を考える～もし、デートＤＶに気づいたら 19 16 3
女性たちの声を届ける政治をつくる 18 14 4
昭和、平成のＬＧＢＴ～ＬＧＢＴ文化の歴史をたどる～　(新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止) ― ― ―
帰宅困難者対策講座　その時あなたはどうしますか？　　(新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止) ― ― ―

10 10 ー

269 192 77

943 622 321
(41)※1 (33)※1 (8)※1

(28)※1 (18)※1 (10)※1

12 12 0

54 47 7

10 10 0
69 57 12

2,109 1,526 583

事業名

MIWビデオサロン(＆カフェ)、夏休み親子上映会
(第12回ビデオサロンと春休み親子上映会は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止)

講
　
座

令和元年度事業参加者（延）合計※2

ふらっとしゃべり場MIWカフェ（5回開催）(第6回は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止)

第7回MIW祭り講演会　少女マンガとフェミニズム～今、『さよならミニスカート』が注目される理由～

※1 第7回MIW祭りの参加者数に含む
※2 参加者に性別を問わない事業があるため、男女の人数の和は合計に一致しない

千代田区男女共同参画社会推進事業　わたしたちに問われているものは？～児童虐待に潜むＤＶ～

パープルリボン･プロジェクト2019　手作りサロン「パープルリボン洗濯ばさみ みゅうじろうを作ろう」

第7回MIW祭り（登録団体共催）

震災の経験を撮り語り継ぐ　展示＆トークライブーフォトボイスを通してー
トークライブ　撮影者（被災者）が語る―震災の経験と防災

第7回MIW祭りイベント「仕事のこといろいろ知りたい」に答えます～実業界の人財図書館～

千代田区男女共同参画社会推進事業　ワークショップ　子育てしながら働く女性のキャリアを考える

計 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
289 24 22 25 26 26 23 24 24 24 23 23 25

女性 11,425 842 960 1,262 1,143 1,056 839 1,540 957 811 939 982 94
男性 15,774 1,264 1,220 1,572 1,486 1,477 1,359 1,755 1,508 1,335 1,369 1,367 62
計 27,199 2,106 2,180 2,834 2,629 2,533 2,198 3,295 2,465 2,146 2,308 2,349 156

女性 63 0 3 3 4 7 9 6 13 5 7 6 0
男性 39 3 1 2 4 5 7 3 3 3 5 3 0
計 102 3 4 5 8 12 16 9 16 8 12 9 0

団体数 235 16 16 16 18 17 19 15 26 17 30 21 24
人数 1,317 73 94 124 110 81 107 104 135 84 177 91 137
一般 471 26 30 38 39 48 38 50 43 37 41 45 36
法律 16 1 1 0 2 0 1 2 3 2 0 3 1
計 487 27 31 38 41 48 39 52 46 39 41 48 37

（うちDV） (92) (4) (5) (5) (9) (9) (10) (14) (8) (8) (6) (8) (6)

新規 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
抹消 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
継続 20 19 19 19 19 20 20 19 20 20 20 20 20

(人、冊)
68 3 5 5 12 7 8 5 3 8 3 7 2

1,634 163 153 143 169 148 116 117 156 133 143 123 70
2,645 278 287 217 237 222 192 209 262 226 239 187 89

貸出券新規登録者数
図書・資料貸出人数
図書・資料貸出冊数

相談件数(件)

登録団体数(件)

千代田図書館

(1)施設の利用状況及び事業参加者数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　　　令和2年3月31日現在

開館日数

利
用
者
数

合計

(内)
インターネット

(内)
ミーティング
ルーム
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（2）利用状況の推移(平成 10 年度～令和元年度) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

（注）平成 10 年度の数値はセンターが開設された平成 10 年 10 月から平成 11 年 3 月までの 6 か月間の数値  
   平成 19 年 5 月にセンターは「ちよだパークサイドプラザ」から「千代田区新庁舎」へ移転 
   平成 23 年度は東日本大震災の影響により 4 月、7 月、8 月、9 月は午後 5 時で閉館、5 月、6 月は午後 8 時で閉館 
   平成 27 年 4 月から法律相談が加わった  
   令和 2 年 2 月 27 日から 3 月 31 日まで新型コロナウイルス感染拡大防止のため、サービス縮小   
       

1,682 
4,280 5,201 6,472 5,875 

5,521 

6,030 6,318 
6,705 

14,365 
16,377 

22,764 19,395 

14,304 

15,235 
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36 
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209 218 

150 
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170 176 

189 

264 234 235
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ミーティングルーム利用団体数の推移（団体）

163 

615 

1,058 1,243 

840 

973 1,041 
812 

704 

155 

355 266 
510 

119 170 249 209 179 150 105 
53 

102
0

250

500

750

1,000

1,250
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インターネット利用者数の推移（人）

102 
289 432 

593 762 769 
1,137 1,288 1,163 
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1,950 

2,257 2,140 

1,480 1,474 
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2,331 2,484 
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図書・資料貸出冊数（冊）
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（3）千代田区男女共同参画センター条例 
 
（趣旨） 

第１条 この条例は、千代田区男女共同参画センター（以下「センター」という。）の設置及び管理について必要

な事項を定めるものとする。 

（設置） 

第２条 男女共同参画社会の実現に資するため、区民その他の地域構成者の活動の拠点施設として、センタ

ーを次のとおり設置する。 

 

 

 

（平 18 条例 45・一部改正） 

（事業） 

第３条 センターは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

(１) 男女平等に係る情報の収集及び発信に関すること。 

(２) 男女平等意識の普及及び啓発に関すること。 

(３) 団体及び個人の交流並びに諸活動の促進及び支援に関すること。 

(４) 男女平等に係る相談に関すること。 

(５) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めること。 

（利用できる者） 

第４条 センターを利用できる者は、次のとおりとする。 

(１) 区内に住所を有する者 

(２) 区内に在勤し、又は在学する者 

(３) 前２号に規定する者を主な構成員とする団体 

(４) 前３号のほか、区長が特に認める者 

（施設） 

第５条 センターには、情報ライブラリ、交流サロン、相談室その他必要な施設を設けるものとする。 

（利用の手続） 

第６条 センターの利用の手続については、千代田区規則（以下「規則」という。）で定める。 

（使用料） 

第７条 センターの利用は、無料とする。 

（利用制限等） 

第８条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を制限し、又は停止することができ

る。 

(１) センターを利用する者（以下「利用者」という。）が、センター内において、第２条の設置目的に反する行為を

行ったとき又は行おうとするとき。 

(２) 利用者が、センター内において営利を目的とする行為を行ったとき又は行おうとするとき。 

(３) 利用者が、センターの秩序を乱すおそれがあるとき。 

名称 位置 

千代田区男女共同参画センター 東京都千代田区九段南一丁目２番１号 
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(４) センターの管理上支障があるとき。  

(５) その他区長が特に必要があると認めるとき。 

（損害賠償の義務） 

第９条 自己の責に帰すべき事由により、センターに損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。

ただし、区長がやむを得ない事情があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。 

（委任）  

第 10 条  この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、平成 10 年 10 月１日から施行する。 

附 則（平成 18 年 12 月 11 日条例第 45 号） 

この条例は、千代田区役所の位置を定める条例（平成 15 年千代田区条例第 23 号）の施行の日から施行す

る。 
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（4）千代田区男女共同参画センター条例施行規則 
 
（趣旨） 

第１条 この規則は、千代田区男女共同参画センター条例（平成 10年千代田区条例第９号。以下「条

例」という。）の施行について必要な事項を定めるものとする。 

（利用時間） 

第２条 千代田区男女共同参画センター（以下「センター」という。）の利用時間は、次のとおりとす

る。ただし、区長が必要と認めるときは、これを変更することができる。 

(１) 月曜日から金曜日まで 午前９時から午後９時まで 

(２) 土曜日 午前９時から午後５時まで 

（平 20規則８・一部改正） 

（休館日） 

第３条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、区長が必要と認めるときは、これを変更

し、又は臨時に休館日を定めることができる。 

(１) 日曜日 

(２) 国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律第 178号）に規定する休日 

(３) 12月 29日から翌年の１月３日までの日（前２号に掲げる日を除く。） 

（平 14規則 79・平 20規則８・一部改正） 

（団体の登録等） 

第４条 条例第４条第３号に規定する団体（以下「団体」という。）が次の各号に掲げる要件を備える

ときは、団体の登録をすることができる。 

(１) 団体としての活動目的が男女共同参画社会の実現に資するためのものであること。 

(２) 団体の代表者が千代田区内に住所若しくは勤務先を有し、又は千代田区内の学校に在学している

こと。 

(３) 構成員が５人以上であること。 

(４) 営利を目的としない団体であること。 

２ 前項による登録をしようとする団体は、別記第１号様式による千代田区男女共同参画センター団体

登録申請書に区長が必要と認める書類を添えて区長に申請しなければならない。 

３ 区長は、前項の申請を行った団体が第１項に規定する要件を備えていると認めるときは、別記第２

号様式による千代田区男女共同参画センター団体登録証（以下「団体登録証」という。）を交付する。 

４ 前項の団体登録証の有効期間は、２年を限度とする。 

（ミーティングコーナー） 

第５条 センター内にミーティングコーナーを設ける。 

２ 前条の規定により登録をした団体は、ミーティングコーナーを利用することができる。 

（平 20規則８・一部改正） 

（図書及び資料の貸出し） 

第６条 センターの図書及び資料の貸出しは、次の者に行うものとする。 

(１) 千代田区立図書館の貸出登録を受けた者 

(２) 第４条により登録をした団体 

(３) 住所又は連絡先を確認できるものを提示した者 

２ 貸出しのできる図書及び資料の数量及び貸出期間は、千代田区立図書館の資料の貸出しの例によ

る。 

javascript:OpenResDataWin('/cgi-bin/chiyoda/D1W_resdata.exe?PROCID=-1999454046&CALLTYPE=4&REFID=41090101000900000000&KSNO=41890101004500000000&HANSUU=3')
javascript:OpenKokuhouDataWin('/cgi-bin/chiyoda/D1W_d1jfiledl.exe?PROCID=-1999454046&UKEY=1229486393&REFID=32310040017800000000&HANSUU=3&KOKUHOU_WEB=1&LINKTYPE=2')
https://www.e-reikinet.jp/chiyoda/HTML_TMP/svhtml-1999454046.0.Mokuji.1.0.DATA.html#JUMP_SEQ_66#JUMP_SEQ_66
https://www.e-reikinet.jp/chiyoda/HTML_TMP/svhtml-1999454046.0.Mokuji.1.0.DATA.html#JUMP_SEQ_68#JUMP_SEQ_68
https://www.e-reikinet.jp/chiyoda/HTML_TMP/svhtml-1999454046.0.Mokuji.1.0.DATA.html#JUMP_SEQ_68#JUMP_SEQ_68
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（費用負担） 

第７条 センターの利用者は、センターのコピー機及び簡易印刷機を利用するときは、その実費を納付

しなければならない。 

２ 前項の費用の徴収額については、別表のとおりとする。 

（利用者の義務） 

第８条 センターの利用者は、その利用について係員の指示に従わなければならない。 

（委任） 

第９条 この規則の施行について必要な事項は、区長が別に定める。 

附 則 

この規則は、平成 10 年 10 月１日から施行する。 

附 則（平成 13 年 11 月１日規則第 57 号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成 14 年５月 15 日規則第 50 号） 

この規則は、公布の日から施行し、平成 14年４月１日から適用する。 

附 則（平成 14 年 12 月 10 日規則第 79 号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成 19 年６月 15 日規則第 25 号） 

（施行期日等） 

１ この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の千代田区分担金等に係る督促及び滞納

処分並びに延滞金に関する規則、千代田区心身障害者支援費支給規則、千代田区男女共同参画センター

条例施行規則、千代田区生活保護法施行細則、千代田区障害者自立支援法施行細則、千代田区会計事務

規則及び千代田区介護保険規則の規定は、平成 19年５月７日から適用する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前の千代田区分担金等に係る督促及び滞納処分並びに延

滞金に関する規則、千代田区心身障害者支援費支給規則、千代田区男女共同参画センター条例施行規

則、千代田区生活保護法施行細則、千代田区障害者自立支援法施行細則、千代田区会計事務規則及び千

代田区介護保険規則各様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することが

できる。 

附 則（平成 20 年２月 29 日規則第８号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成 20年４月１日から施行す

る。 

２ この規則による改正後の千代田区男女共同参画センター条例施行規則の規定は、平成 19年５月７日

から適用する。 

別表（第７条関係） 

種別 単位 金額 

コピー モノクロ １枚 10 円 

  カラー １枚 50 円 

簡易印刷機 製版１枚 50 円 

  印刷 100 枚ごとにつき 50 円 

備考 簡易印刷機の用紙については、利用者の負担とする。 

（平 20 規則８・一部改正） 

https://www.e-reikinet.jp/chiyoda/HTML_TMP/svhtml-1999454046.0.Mokuji.1.0.DATA.html#JUMP_SEQ_61#JUMP_SEQ_61
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別記 

第 1 号様式（第 4 条関係）：千代田区男女共同参画センター団体登録申請書 

第 2 号様式（第 4 条関係）：千代田区男女共同参画センター団体登録証 

 
第 1 号様式(第 4 条関係) 

千代田区男女共同参画センター団体登録申請書 
年   月   日  
 千代田区長 殿 
 住所                  所                    
 申請者  氏名                  名                     
 電話     －     －     －       
千代田区男女共同参画センター利用団体として下記のとおり登録を申請します。 
フリガナ  略 称 

団 体 名   

活動の目的 
及び内容 
 
※ 具体的に 
  記入して 
  ください 

 

代  
 
 
 
 
表 
 
 
 
 
者 

フリガナ  

氏 名  

自 宅 
住 所 

〒□□□-□□□□ 
 
          電話    (    )     

※代表者が区内在住者以外の場合は、区内の勤務先･通学先名称･住所を下記に記入 
フリガナ  

名 称  

住 所 
〒□□□-□□□□ 
 
                  電話    (    ) 

構成員数 合計  名(区内在住    名、在勤在学    名、その他    
名) 

 ※代表者住所、電話については、必ず連絡がとれるところを記入してください。 
   なお、必要に応じ、団体規約・会員名簿等を添付していただく場合があります。 
   また、登録内容に変更が生じた場合は、速やかにその修正を申請してください。 
 

登録承認日 年    月    日 

有効期限 年    月    日 

登録番号  
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第 2 号様式(第 4 条関係) 

（表） 

 
千代田区男女共同参画センター 

団 体 登 録 証 
 
 登録番号     第          号 
 
 団体名 
 
 代表者氏名 
 
 交付年月日       年     月     日 
 
 有効期限         年     月     日まで 
 
  千代田区長         印 
   

 
（裏） 

 
 
 1 この登録証を他の団体に貸したり、譲ったりしないでください。 
 2 ミーティングコーナーの利用の申請のときは、この登録証を係員に 
ご提示ください。 
 3 次に該当するときは、すぐにお知らせください。 
（１） 代表者の氏名、住所、連絡先等、登録の内容が変わったとき。 
（２） 団体が解散したとき。 
（３） この登録証を紛失したとき。 
 
 ★千代田区男女共同参画センター 
                電 話 03（5211）8845 
                Ｆ Ａ Ｘ 03（5211）8846 
 ★千代田区地域振興部国際平和・男女平等人権課 
                電 話 03（3264）2111 内線 2216 
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（5）千代田区男女共同参画センター運営協議会設置要綱 
 
 
（設置） 

第１条 定住人口の減少が続き、少子高齢社会が進行し、地域コミュニティの崩壊も懸念される極

めて厳しい状況にある千代田区において男女がともに個性と能力を十分に生かすことのできる

社会の創造は、豊かで生き生きとした生活を実現するために、重要な課題である。区は、女性・

男性問題の解決と、真の男女共同参画社会の実現のために、区民各層が集い、出会い、学び、活

動する拠点として、平成10年10月に、「千代田区男女共同参画センター」を設置した。このセン

ターを区民と行政が協力して問題解決に取り組む、活力ある実践的な活動の場とするため、セン

ター事業の企画及び運営等に関する協議の場として「センター運営協議会」（以下「協議会」と

いう。）を設置する。 

（協議事項） 

第２条 協議会の協議事項は次のとおりとする。 

(１) センター事業の企画・計画及び運営に関する事項 

(２) 男女共同参画社会づくりに関する情報・資料収集、提供 

(３) 地域・職場におけるセンター事業のＰＲ、要望等意見集約に関すること 

(４) 定期広報誌の掲載事項の企画検討、原稿収集等に関すること 

（構成） 

第３条 協議会は、区内在住・在勤者及び千代田区男女共同参画センター登録団体等より６名以内

（以下「運営協議会委員」という。）、センター職員２名、国際平和・男女平等人権課職員２名

とし、計10名以内で構成する。 

（委員の委嘱） 

第４条 協議会の委員は、区長が委嘱する。 

（委員の任期） 

第５条 委員の任期は、２年とする。ただし、任期満了後も後任者が委嘱されるまでの間、その職

務を行なう。また、再任を妨げない。 

（会長及び副会長） 

第６条 協議会に会長及び副会長を置く。その選出は、委員の互選による。 

２ 会長は、協議会の運営を司る。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

（招集） 

第７条 協議会は、会長が招集する。 

（関係者の出席） 

第８条 協議会は、必要に応じて関係者の出席を求めることができる。 

（事務局） 

第９条 協議会の事務局は、地域振興部国際平和・男女平等人権課に置く。 

（補則） 

第10条 この要綱に定めるものの他、協議会の運営に関し、その他必要な事項は別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成10年８月25日から施行する。 

附 則（平成12年４月１日） 
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この要綱は、平成12年４月１日から施行する。 

附 則（平成14年10月15日14千政国発第118号） 

この要綱は、平成14年４月１日から施行する。 

附 則（平成25年３月29日24千政国男発第245号） 

この要綱は、平成25年４月１日から施行する。 

附 則（平成27年４月１日27千地国男発第７号） 

この要綱は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則（平成27年４月１日27千地国男発第16号） 

この要綱は、平成27年４月１日から施行する。 
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